
＜運賃水準の確認＞ （別紙２）

割引・割増前の運賃
割引・割増後の運賃（実際に利用

者から収受した運賃）
上限運賃 下限運賃

第１週 令和○年○月○日～○月○日

第２週

第３週

第４週

第５週

第６週

第７週

第８週

第９週

第１０週

第１１週

第１２週

合計

A B C D

平均運賃
（合計運賃/運送回数）

注意事項：
※1　D<A<Cになるように、事前確定運賃を変動させること。
※2　1週間ごとにデータを整理し、３ヶ月毎に運輸支局に実績を報告すること。
※3　「割引・割増」は、障害者割引、遠距離割引、深夜・早朝割増等を指す。
※4　必要に応じて行を加えて用いること。

公定幅運賃を基に通常の事前確定運賃で収受したと仮定した場合の
運賃

期間

事業者名：
報告期間：　○月○日～○月○日

事前確定型変動運賃
運送回数


